
１.名寄帳証明書を使用した計算方法 

（１）土地・家屋の税額を算出する場合 

 

 

事業の用に供している固定資産の課税標準額を合計し（千円未満切捨）、税率

（1.4％）を掛けて算入する税額（百円未満切捨）を計算します。 

 

例） 

固定資産税の課税標準額合計額 298,110円【A】（千円未満切捨）×1.4％（税率） 

＝4,172円（百円未満切捨） 



租税公課に算入する固定資産税額 4,100円 

（2）償却資産の税額を算出する場合 

 

 
事業の用に供している固定資産の課税標準額を合計し（千円未満切捨）、税率

（1.4％）を掛けて算入する税額（百円未満切捨）を計算します。 

例） 

償却資産の課税標準額 1,674,325円【B】（千円未満切捨）×1.4％ 

＝23,436円（百円未満切捨） 

租税公課に算入する固定資産税額 23,400円 

（3）土地・家屋・償却資産の税額を算出する場合 

上記と同様に事業の用に供する土地・家屋・償却資産の課税標準額を算出し（千円

未満切捨）、合計して税率（1.4％）を掛けて算入する税額（百円未満切捨）を計算しま

す。 

例） 

【A】298,110 円（土地・家屋の合計課税標準額）+【B】1,674,325 円（償却資産の課税

標準額）の課税標準額合計 1,972,435円（千円未満切捨）×税率（1.4％） 

＝27,608円（百円未満切捨） 

租税公課に算入する固定資産税額 27,600円 

 

 



〇注意事項 

同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が免税点 

（土地：30 万円・家屋 20 万円・償却資産：150 万円）未満の場合は使用

できません。 

 

滞納がないことが前提になります。 
 


